
平成 年度

ご入学おめでとうございます。
　大切なご子息、ご令嬢の高校生活が充実したものとなりますよう心から

お祈り申し上げます。

　さて、このたびご案内する高校生総合補償制度はこれからの高校生活の

中で直面する様々な危険を総合的に、また自転車総合補償制度は自転車に

まつわる危険を総合的に補償する制度です。

　本制度は団体割引他が適用され、保険料が割安になっており、平成28年

12月末現在では両制度あわせて県内で約20,000人の高校生が加入しており

ます。

　この機会に是非ご加入されるよう、お勧めします。

福島県高等学校PTA連合会
会長　 田中　清美

重要 平成29年度
新入生用
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Ｑ１．補償はいつから始まるのですか？途中からでも加入できますか？

Ｑ２．校内でのケガでないと支払われませんか？

Ｑ３．自転車搭乗中でのケガでないと支払われませんか？

Ｑ４．食中毒は補償されますか？

Ｑ５．加入者カードはいつ届きますか？

Ｑ６．熱中症の補償ってどんなときに補償されるのですか？
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Ｑ１．２４時間補償されますか？（登下校以外でも補償されますか？）

Ｑ２．誰の自転車に乗っていても補償されますか？
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近年は様々な様態の事故が発生していますので、
高校生総合補償プランと自転車総合補償プランがセットされた
スタンダードプランでのご加入をおすすめします。

賠償責任については、自転車事故は２億円が限度、その他の事故は１億円が限度となります。

★スタンダード補償制度（傷害総合保険＋自転車総合保険）
一番人気
です
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裏面の注意事項をお読みください。

学校名
★学校の種類

学年 年

予備

振替払込請求書兼受領証払 込 取 扱 票

金
額

料
金

備
考

ご
依
頼
人
・
通
信
欄

氏
名

扶
養
者

住
所

通
信
欄

ご加入
タイプ 口数

記
載
事
項
を
訂
正
し
た
場
合
は
、
そ
の
箇
所
に
訂
正
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
。

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

各
票
の
※
印
欄
は
、
ご
依
頼
人
に
お
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

加
入
者
名

円十十 百百 千千 万
※

日

　附

　印

カタカナで記入 保険料

（加入依頼者と同じ場合は記入不要）

ＴＥＬ.　　　（　　　　　）

これより下部には何も記入しないでください。

過去３年間に傷害保険金（１事故
５万円以上）を請求または受領し
たことがありますか？
有→下欄にご記入

年 　 月 　 日

印

（死亡保険金受取人は被保険者の法定相続人になります）

※

1 本人　　2 配偶者　　3 子供
4 親 5 兄弟姉妹　6 その他同居親族

保険会社記入欄（変更の場合）
変更

円

3 昭 4 平
登録型保険料（×口数） 円

記入
必須 1

★職業
職種名

生年月日

加入依頼
者との
関係

521

522

523

氏

名

性
別
住

所

1 男 2 女

（
被
保
険
者
）

学

生

〈
加
入
依
頼
者
〉

 

保
護
者（
払
込
人
）

口　座　記　号　番　号

この受領証は、大切に保管してください。

★
他
の
保
険
契
約
等

〒 
カタカナで記入 

カタカナで記入 

カタカナで記入 

〈帳票55131〉
加入依頼者および被保険者は、募集文書に記載の加入条件に該当することを確認し、また、告知義務などの内容を確認し、個人情報の取扱い
に同意のうえ、加入を依頼します。【重要】★の項目は「告知事項」です。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合には、
ご契約を解除し保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

口
座
記
号
番
号

金
額

料

　金

備

　考

ご
依
頼
人

加
入
者
名

円十十 百

日 　 附 　 印

百 千千

おなまえ
※

※
万

様
〈消費税込み〉

円（ゆうちょ銀行）（承認番号　第　　　号）

（加入依頼者と同じ場合は記入不要）

他の保険契約または
共済契約が
ありますか？　　　有

→下欄にご記入

9

加入依頼書

※法人の場合は
　ご捺印ください

ご
署
名
ま
た
は
ご
捺
印

仙 台

仙 10810

■高校生総合補償制度＋
　自転車総合補償制度

■高校生総合補償制度

■自転車総合補償制度

■高校コード表

（漢字でのご記入は不要です。）
※生年月日の記入漏れにご注意ください。
※上記口座番号の「23363」は保険料ではありませんので、 
　お間違いのないようご注意ください。 

（記入例）すべてカタカナでご記入ください。

保 険 料

23,000円
加入タイプ

AB

18,000円

5,000円

A

B

下記コード表より高校
コードを記入してください。

※払込取扱票はすべて カタカナ でご記入ください!!

(　　　　　　　　　　　　　    )恐れ入りますが、振込手数料は
お客さま負担でお願いします。

高　校　名 コード
福島高校 1
橘高校 2
福島商業高校 3
福島明成高校 4
福島工業高校 5
福島西高校 6
福島北高校 7
福島東高校 8
福島南高校 9
川俣高校 10
梁川高校 11
保原高校 12
安達高校 13
二本松工業高校 14
安達東高校 15
本宮高校 16
安積高校 17
安積黎明高校 18
郡山東高校 19
郡山商業高校 20
郡山北工業高校 21
郡山高校 22
あさか開成高校 23
湖南高校 24
須賀川高校 25
須賀川桐陽高校 26
清陵情報高校 27
長沼高校 28
岩瀬農業高校 29
光南高校 30
白河高校 31
白河旭高校 32
白河実業高校 33
塙工業高校 34
修明高校 35
石川高校 36
田村高校 37
船引高校 38

高　校　名 コード
小野高校 39
会津高校 40
葵高校 41
会津学鳳高校 42
若松商業高校 43
会津工業高校 44
喜多方高校 45
喜多方東高校 46
喜多方桐桜高校 47
猪苗代高校 48
耶麻農業高校 49
西会津高校 50
大沼高校 51
川口高校 52
坂下高校 53
会津農林高校 54
田島高校 55
南会津高校 56
只見高校 57
磐城高校 58
磐城桜が丘高校 59
平工業高校 60
平商業高校 61
いわき総合高校 62
いわき光洋高校 63
湯本高校 64
小名浜高校 65
いわき海星高校 66
磐城農業高校 67
勿来高校 68
勿来工業高校 69
好間高校 70
遠野高校 71
四倉高校 72
ふたば未来学園高校 73
相馬高校 74
相馬東高校 75
原町高校 76

高　校　名 コード
相馬農業高校 77
小高産業技術高校 78
新地高校 79
福島中央高校 80
郡山萌世高校 81
白河第二高校 82
会津第二高校 83
いわき翠の杜高校 84
安積高校御舘校 301
修明高校鮫川校 302
小野高校平田校 303
相馬農業高校飯舘校 304
郡山養護学校 92
平養護学校 99
いわき養護学校 100
富岡養護学校 101
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）
１．クーリングオフ
　　この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
２．ご加入時における注意事項（告知義務等）
　●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
　●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパン日本興亜が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
　●ご契約者または被保険者には、告知事項（※）について、事実を正確にご回答いただく義務（告知義務）があります。
　　（※） 「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他

の保険契約等に関する事項を含みます。
　　　＜告知事項＞この保険における告知事項は、次のとおりです。
　　　　★被保険者の職業または職務（傷害総合保険の場合）
　　　　★他の保険契約等（※）の加入状況
　　（※） 「他の保険契約等」とは、自転車総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、

この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
　　＊口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
　　＊ 告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないこと

があります。
　● 死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険

者の同意の確認手続きが必要です。
３．ご加入後における留意事項（通知義務等）
　【傷害総合保険】
　● 加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合（新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。）は、ご契約者または被保険者に

は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知いただく義務（通知義務）があります。
　　■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
　　　追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
　　■ 傷害総合保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの

職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっ
ても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
　　■扶養者が変わった場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
　【共通】
　●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。
　● ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変

更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
　●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
　＜被保険者による解除請求（被保険者離脱制度）について＞
　　 被保険者は、この保険契約（その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店ま

たは損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。
　＜重大事由による解除等＞
　● 保険金を支払わせる目的でケガ等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認めら

れた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
４．責任開始
　　保険責任は保険期間初日の午前０時に始まります。
　　＊中途加入の場合は、保険料をお支払いいただいた日の翌日午前０時に保険責任が始まります。
５．事故がおきた場合の取扱い
　● 事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン日本興亜または取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない

場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
　【傷害総合保険】
　● 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパ

ン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
　　（注） 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあ

たる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となり
ます。 

　　なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
　　・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
　　・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合　　　　　　　　　　　　など
　【自転車総合保険】
　● 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパン日本興亜にご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパ

ン日本興亜の承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
　　（注） 日本国内において発生した事故については、損保ジャパン日本興亜が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただ

けます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
　　なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
　　・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
　　・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合　　　　　　　　　　　　など
　【共通】
　●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパン日本興亜が求めるものを提出してください。

必要となる書類 必要書類の例
① 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など

② 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報
告書  など

③ 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度
および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類

① 被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
　 死亡診断書（写）、死体検案書（写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収

書、診察券（写）、運転免許証（写）、レントゲン（写）、所得を証明する書類、休業損害証明書、
源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など

② 携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合
　 修理見積書、写真、領収書、図面（写）、被害品明細書、賃貸借契約書（写）、売上高等営業状

況を示す帳簿（写） など
③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合
　 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード（写）、贈呈用記念品購入費

用領収書、祝賀会費用領収書 など
④ 保険の対象であることが確認できる書類 売買契約書（写）、保証書 など
⑤ 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書 など

⑥ 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書
類

示談書（※）、判決書（写）、調停調書（写）、和解調書（写）、相手の方からの領収書、承諾書
 など

⑦ 損保ジャパン日本興亜が支払うべき保険金の額を算出す
るための書類 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など

（※）保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
　　（注１）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
　　（注２） 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン日本興亜所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できる

ことがあります。

― 9 ―



― 10 ―



― 11 ―


